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令和８年深谷市教育委員会第４回定例会 

 

 

 

日  時  令和８年４月８日（水） 

      開 会 午後１時３０分 

      閉 会 午後２時３０分 

 

場  所  本庁舎 ３階 会議室３－１ 

 

出席委員  教 育 長   片 桐 雅 之 

      教育長職務代理者   久保田 みずき 

委 員   栗 原 孝 子 

委 員   金 子   勝 

出席職員  教 育 部 長   松 村   一 

      教育部次長兼教育総務課長   塚 原 陽 一 

      教育部次長兼教育施設課長   中 島 武 彦 

      教育部次長兼学校教育課長兼   淺 野 貴 之 

指導主事兼教育研究所長    

      教育部次長兼生涯学習   花 岡   慎 

      スポーツ振興課長    

      文化振興課長   知 久 裕 昭 

      図 書 館 長   澁 澤 武 雄 

      教育総務課課長補佐   荻 野 邦 夫 

発言者   学校教育課主幹   小 林   亘 

兼 指 導 主 事 

      学校教育課課長   井 上 雅 彦 

補佐兼指導主事 

学校教育課課長   松 本 勇 輝 

補佐兼指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 開会 

  教育長が開会を宣告 

 

２ 開議 

  教育長が開議を宣告 

 

３ 前回議事録の承認 

  第１回臨時会の会議録を全員異議なく承認 

 

４ 会議録署名委員の指名 

  教育長が栗原委員を指名 

 

５ 報告  

 報告１ 深谷市教育委員会後援に関する事務取扱要綱に基づく承認について 

教育部次長兼教育総務課長より説明。全員異議なく承認。 

報告２ 専決処理の報告について 

教育部次長兼学校教育課長兼指導主事兼教育研究所長より説明。質疑応答 

後、全員異議なく承認。 

報告３ 令和８年度事故防止及び重点事項等に係る指導主事学校訪問について 

    教育部次長兼学校教育課長兼指導主事兼教育研究所長より説明。全員異議

なく承認。 

報告４ 令和８・９年度深谷市教育委員会研究委嘱について 

教育部次長兼学校教育課長兼指導主事兼教育研究所長より説明。質疑応答 

後、全員異議なく承認。 

報告５ 令和８年３月深谷市立小・中学校教員等の発令について【非公開】 

教育部次長兼学校教育課長兼指導主事兼教育研究所長より説明。質疑応答 

後、全員異議なく承認 

 報告６ 国指定史跡幡羅官衙遺跡群整備基本計画の策定について 

文化振興課長より説明。全員異議なく承認 

    

６ 閉会 

教育長が閉会を宣告 
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議事等の概要 

 

報告１ 深谷市教育委員会後援に関する事務取扱要綱に基づく承認について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   教育部次長兼教育総務課長  （概要を説明）   

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

           （質疑なし） 

報告２ 専決処理の報告について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  （概要を説明） 

   指導主事兼教育研究所長   

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

           令和７年末に埼玉県人事院より、既存の子育て休暇に加え

て、子育てのための新たな休暇を創設するとの情報提供があり

ました。令和８年３月に埼玉県議会が開会され、「職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」が令和８年

３月２７日に可決となり、令和８年４月１日から施行されまし

た。条例案の可決から条例の施行までに教育委員会を開会する

時間的余裕がなかったため、専決処理をさせていただきまし

た。 

   金 子 委 員  子育てを理由に休暇を取得する場合は、有給休暇を取得して

いましたが、今後、子育てを理由に休暇を取得する際には、無

給での休暇も取得できるということなのか教えてください。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  これまで教職員は、自身の子が小学校入学前までの期間、 

   指導主事兼教育研究所長 １日２時間の部分休業を無給で取得することができました。今

回の条例改正では、小学校１年生から３年生までの期間につい

ても無給で子育て部分休暇が取得できるようになりました。 

   教 育 長  産前産後休暇及び育児休暇とは別に、職場復帰後、自身の子

が小学入学前までの間、子育てのために部分的に取得できる休

暇制度があり、その対象年齢が拡充され、小学校３年生まで取

得できるようになりました。 

報告３ 令和８年度事故防止及び重点事項等に係る指導主事学校訪問について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  （概要を説明） 

   指導主事兼教育研究所長   

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

           （質疑なし） 

報告４ 令和８・９年度深谷市教育委員会研究委嘱について 

   教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  （概要を説明） 

   指導主事兼教育研究所長 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

   久 保 田 委 員  １点目は、主に調べ学習及びリモート交流では、Ｇｏｏｇｌ 

ｅスライド及びパワーポイント等を活用し共同編集するような 
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取組みを小学校高学年及び中学校にて、実施していくことは、 

児童生徒にとっていい機会となると思いますが、そのような取 

組を行っているのか教えてください。 

２点目は、深谷市が現在推進しているアグリテック及びスマ 

ート農業等を活かしたプログラミング学習について実施してい 

る取組みがあれば教えてください。 

３点目は、農業で使用しているプログラミング的思考につい 

ての学習についてどのように行うのか教えてください。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  １点目の基本ソフトの共同編集につきましては、現在市内の 

   指導主事兼教育研究所長 各校で統一はされていませんが、様々な形で共同編集ソフトを 

          活用し、意見交流等を行っております。 

   学校教育課課長  ２点目のプログラミング学習ツールにつきましては、 

   補佐兼指導主事 ｉＰａｄに導入しているゲーム感覚でプログラミングの基礎的 

な思考について学べるスクラッチという学習ツールを活用して 

いくよう検討しています。 

   学校教育課課長  ３点目については、農業振興課と連携した出前授業で、「ア 

   補佐兼指導主事 グリテックとスマート農業」のノウハウについて指導し、子ど 

も向けのソフトを活用しながら、教職員が実際の農業で使用さ 

れているプログラミング的な思考を児童に還元していくことを 

考えています。児童自身が、プログラミングを行ったり、機器 

を操作したりなど実際の作業と繋げていきたいと考えていま 

す。 

   教 育 長  児童が授業や体験活動していく中で、農業に対する理解は、 

野菜の栽培を通じて普段食べている野菜が農家の方々の力で作 

られているというところでとどまっていると考えられます。そ 

こで現段階から生産者側の視点に踏み込み、アグリテックやス 

マート農業などで生産者がどのように工夫して今後の日本の農 

産物を支えていくのかまで学びを深めることが、この研究委嘱 

の最大の出発点になると考えています。 

これをフォーラムで発表し、新しい提案も提示していきたいと 

考えています。研究委嘱の指定校を４校から２校に減らすこと 

で研究委嘱が希薄になるのではないかという懸念もありました 

が、これは深谷市教育委員会研究委嘱の指定校を２校に重点化 

する方針であり、各学校では、テーマを持って学校研究を取り 

組んでいます。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  プログラミング教育につきましては、現実社会とのつながり 

   指導主事兼教育研究所長 が乏しい面がありましたが、コンピュータの利用やプログラミ 

ングが現実社会と関連していることを児童に理解させ、将来的 

に学びが実生活で役立つことを伝えていきたいと考えておりま 

す。 

   栗 原 委 員  １点目は、ふるさと教育等の研究委嘱のほかに、２校で実施 

していた教科教育等の研究委嘱を廃止し、学校研究として取り 

組む方針であるとのことですが、若手教職員が増えている現状 

を踏まえると、教科指導に関する研究や指導力向上のための支 
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援が各校で十分に行われるのかを懸念しています。学校研究を 

深谷市の研究委嘱に代わって実施する場合、深谷市として各学 

校の学校研究に対してどのような支援をするのか教えてくださ 

い。 

 ２点目は、国、県又は教科研究会等の教科指導に関する研究 

委嘱を受けている学校数を教えてください。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  １点目の学校研究への支援につきましては、各校において学 

   指導主事兼教育研究所長 校研究のテーマを設定して取り組んでおり、そこへ教育委員会 

指導主事を派遣し、指導を行っています。 

また、教育研究会でもそれぞれの教科にてテーマを設定し、 

教科研究を取り組んでいるため、教育委員会指導主事を派遣す 

るなどの指導を行っていきたいと考えております。 

   学校教育課主幹  ２点目については、今年度国又は県の研究委嘱を受けた学校 

   兼 指 導 主 事 はございません。 

なお、１１月に幡羅中学校が関東ブロック教育・保育研究大 

会において、理科と家庭科の発表を予定しております。 

   教育部次長兼学校教育課長兼  埼玉県特別支援教育研究会の会場が深谷市となる予定です。 

   指導主事兼教育研究所長 

   教 育 長  深谷市教育委員会研究委嘱の発表は、例年１１月ごろに実施 

しております。同時期にいくつかの学校が集まって授業を公開 

する合同授業研究会があります。両方を併せて行う学校から負 

担が大きいとの意見をいただいたことにより、一度整理させて 

いただき、合同授業研究会の研究内容を充実させていきたいと 

考えております。 

各学校で授業が基本であるということを指導していくことが市 

教育委員会の責務であると考えております。今後も主任会、校 

長会及び研修会等で継続して取り組んでいきたいと考えており 

ます。 

報告５ 令和８年３月深谷市立小・中学校教員等の発令について【非公開】 

報告６ 国指定史跡幡羅官衙遺跡群整備基本計画の策定について 

   教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   文化振興課長  （概要を説明） 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

           （質疑なし） 

次回令和８年第５回定例会は、５月２０日（水）午後１時３ 

０分から開会です。 

以上で、令和８年深谷市教育委員会第４回定例会を閉会しま

す。 


